
資料３ 

広域的運営推進機関の業務規程の 1 

変更の認可について 2 
3 

 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

１．経緯 9 
令和３年１２月２７日付けで広域機関より経済産業大臣に対して業務規程の変更の認可10 

申請があり、令和４年１月１１日付けで経済産業大臣から意見の求めがあったところ。（資11 
料３－１） 12 

２．変更の主な内容 13 
変更の主な内容は、以下のとおり。 14 
（１）「再生可能エネルギー・国際部」の設置 15 
 令和４年４月１日に、強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事16 

業法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４９号）が施行されることに伴い、17 
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年18 
法律第１０８号）が改正される。この改正により、広域機関に新たな業務（※）が19 
追加されることが予定されている。このため、業務規程附則（令和３年４月１６20 
日）第２条に定める強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業21 
法等の一部を改正する法律に係る業務に関する準備行為として、当該業務及び国際22 
関係業務に対応するために設置するもの。23 
※ＦＩＴ賦課金交付・管理業務、ＦＩＰ交付・管理業務等24 

（２）「政策調整室」の設置 25 
 需給ひっ迫対応に係る各種取組など、電力事業を取り巻く環境変化に対応するた26 

め、広域機関内の組織横断的な企画・立案機能の強化の必要性により設置するも27 
の。28 

（３）その他各部等の業務分掌の明確化29 
 広域機関に関する内外の環境変化に対応して各部等（※）の業務分掌を明確化した30 

表現に変更するもの。31 
※総務部、企画部、計画部、紛争解決対応室、監査室32 

３．認可申請に係る意見33 
変更案の内容について、審査基準に照らして特段の問題はないと判断される。委員会と34 

して、資料３－２のとおり、当該認可を行うことに異存がない旨を回答することとした35 
い。36 

（趣旨）

令和３年１２月２７日付けで電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」という。）よ

り経済産業大臣に対して業務規程の変更の認可申請があり、令和４年１月１１日付けで

経済産業大臣から意見の求めがあったところ。

当該認可に係る電力・ガス取引監視等委員会（以下「委員会」という。）としての回答

について御審議いただく。
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〔参考１〕手続きの流れ 37 
広域機関が業務規程を変更しようとする場合、電気事業法第２８条の４１第３項に基づき、38 

経済産業大臣の認可を受けなければならないこととされている。経済産業大臣は、業務規程39 
の変更の認可申請を受けた場合、同法第６６条の１１第１項第５号の規定に基づき、委員会40 
の意見を聴取する。 41 
 42 
〔参考２〕関連条文 43 
■ 電気事業法 44 
（業務規程） 45 
第二十八条の四十一 推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経46 
済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 47 

２ 前項の業務及びその執行に関する事項には、第二十八条の四十四第一項の規定による指48 
示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の49 
実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。 50 

３ 推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければ51 
ならない。 52 

 53 
（委員会の意見の聴取） 54 
第六十六条の十一 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴55 
かなければならない。 56 
一～四 （略） 57 
五 第十条第一項若しくは第二項（これらの規定を第二十七条の十二において準用する場58 
合を含む。）、第十四条第二項（第二十七条の十二において準用する場合を含む。）、第十59 
八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書、第二十七条の十60 
一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十61 
八条の四十六第一項、第二十八条の四十九、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一62 
項の認可をしようとするとき。 63 

六～十三 （略） 64 
２ （略） 65 
 66 
■ 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等 67 
第１ 審査基準 68 
（１）～（３４） 略 69 
（３５）第２８条の４１第３項の規定による広域的運営推進機関の業務規程の変更の認可 70 
 第２８条の４１第３項の規定による広域的運営推進機関の業務規程の変更の認可に係る71 
審査基準については、当該変更後の業務規程の内容が法令に適合し、かつ、当該変更後の業72 
務規程に虚偽の記載がないこと及び「電気事業法第２８条の１５の規定による広域的運営推73 
進機関の設立の認可の基準について」（別添２）の該当部分に適合することとする。 74 
 75 
■「別添２ 電気事業法第２８条の１５の規定による広域的運営推進機関の設立の認可の基76 
準について」より抜粋 77 

２．業務規程に記載されている内容について、業務の運営が公正かつ適正に行われること78 
が確実であると認められることの基準 79 
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（１４）組織及びその運営方法に関する事項として、少なくとも 次に掲げる事項が記載さ80 
れていること。 81 

①～⑤ （略） 82 
⑥ 事務局の長として、事務局業務を総括する業務を行う事務局長を置く旨及び事務局に、83 

例えば、総務、企画、計画、運用、紛争処理等の機能を有する部署を置き、これらの84 
部署の事務分掌を定める旨 85 

⑦～⑪ （略） 86 
 87 
■広域的運営推進機関 業務規程 88 
附則（令和３年４月１６日） 89 

（強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律90 
に係る業務に関する準備行為） 91 
第２条 本機関は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一92 
部を改正する法律（令和２年法律第４９号）の施行の日（令和４年４月１日）前におい93 
て、同法第３条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特94 
別措置法（平成２３年法律第１０８号）の規定により本機関が行う業務に必要な役職員95 
の確保、業務設計、システム開発その他の準備行為を行う ものとする。 96 
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経済産業省

２０２１１２２７資第１４号

令 和 ４ 年 １ 月 １ １ 日

電力・ガス取引監視等委員会委員長 殿

経済産業大臣

広域的運営推進機関の業務規程の変更の認可について

（ ） 、電気事業法 昭和３９年法律第１７０号 第６６条の１１第１項第５号の規定に基づき

別添の申請に係る同法第２８条の４１第３項に規定する業務規程の変更の認可について、

貴委員会の意見を求めます。
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スタンプ
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資料３―２ 

（案） 
 

経済産業省 
 

２０２２０１１１電委第１号 
令 和 ４ 年 １ 月 ● 日  

 
 
経済産業大臣 殿 

 
 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 
 
 
 

広域的運営推進機関の業務規程の変更の認可について（回答） 
 
 
 
令和４年１月１１日付け２０２１１２２７資第１４号により貴職から当委員

会に意見を求められた広域的運営推進機関の業務規程の変更の認可については、

認可することに異存はありません。 
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定款及び業務規程
一部変更の概要について

第１、２号議案補足資料

２０２１年１２月２７日

電力広域的運営推進機関

臨時総会
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1

◼ 本機関を取り巻く環境の変化等に適切に対応するため、定款及び業務規程を変更します。

◼ 主な変更のポイントは以下のとおりです。変更の背景、変更内容等については、スライド２以降にて説
明します。

1. 本機関の事務局組織等に関する規定の変更（定款、業務規程）【スライド２～６】

• 本機関の事務局組織及び理事の定数に関する変更

定款及び業務規程の変更案の概要
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2

本機関は、設立段階においては、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備や全国大で平時・
緊急時の需給調整等を行う実施機関としての役割を担うこととされており 、業務規程の定めるところによ
り、事務局に、事務局長及び部等を設置するとともに、各部等の業務分掌を定めている。

１ 本機関の事務局組織等に関する規定の変更の背景

これらに対応するため、
• 新たな業務に対応するとともに組織を横断した業務の円滑な運営を行うため、新たな組織体制の構
築が必要。 （※３）

• 新たに設置する再生可能エネルギー・国際部を管掌する理事の選任に係る規定の変更が必要。（※３）

• 本機関に関する内外の環境変化に対応した各部等の業務分掌の明確化が必要。

2022年4月からは、設立段階からの業務に加えて、エネルギー供給強靱化法（※１）による電気事業
法・再生可能エネルギー電気特措法（※２）の改正により、本機関において、これまでと大きく属性の異な
る業務が追加される。また、需給ひっ迫対応に係る各種取組など、電力事業を取り巻く環境変化に対
応するため、組織を横断して企画及び立案を進める必要性が高まっている。

※３ 第4回 電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループ（2021年11月2日）で審議

※１ 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和2年法律第49号）
※２ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）
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3１ 本機関の事務局組織等に関する規定の変更の内容

［変更内容］

（組織及び職員）

• 再生可能エネルギー電気特措法改正に伴い、 2022年4月から本機関に新たに追加される業務
（供給促進交付金・調整交付金・系統設置交付金の交付、納付金の徴収、解体等積立金の
管理、入札）及び国際関係業務に対応するための組織として、「再生可能エネルギー・国際部」を
置く旨規定

• 本機関の業務に関する総合調整、組織を横断した基本的な企画・立案を行う組織として、「政策
調整室」を置く旨規定

（組織の業務分掌）

• 事務局に新たに置く「再生可能エネルギー・国際部」、「政策調整室」の業務分掌を追加

• 本機関に関する内外の環境変化に対応して各部等の業務分掌を明確化した表現に変更

（理事の増員に係る施行期日）

• 事務局に新たに置く「再生可能エネルギー・国際部」を管掌する理事の選任のため、理事の増員に
関する定款改正（※）の施行期日を変更

※ 理事の定数を、「４人以内」から「５人以内」に変更

【定款附則（令和３年４月１６日）第１条第２項】＜変更＞
【業務規程第２条、第１０条、別表２－１】＜変更＞

招集通知６ページ 別紙１

招集通知10ページ 別紙２

招集通知６ページ 別紙１

招集通知10ページ 別紙２

招集通知10ページ 別紙２
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4（参考）電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループ （再エネ・国際部）

第4回 電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループ（2021年11月2日）資料4から抜粋

招集通知
６ページ
別紙１

招集通知
10ページ
別紙２
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5（参考）電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループ （政策調整室）

第4回 電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループ（2021年11月2日）資料4から抜粋

招集通知
10ページ
別紙２
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6

現行 2022年2月以降

（参考）本機関の事務局の組織体制（新旧対照表）

総務部

*渉外・国際室

*会計室

*政策調整室

企画部

計画部

運用部

紛争解決対応室

監査室

広域運用センター

総務部

企画部

計画部

運用部

紛争解決対応室

監査室

広域運用センター

*会計室

*情報システム室

再生可能エネルギー・国際部

政策調整室

渉外機能集約

国際関係業務
の移管

業務規程第10条第3
項の規定により、事務
局に設置

*業務規程第10条第5項の規定による部等に設置する室

招集通知10ページ 別紙２
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